
更新

日　時 受付時間等

第4月 9:30～
9:45

偶数月
第3土

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ
ｸﾗｽ

奇数月 沐浴
ｸﾗｽ

年6回 年6回
基本AM

AM

PM

４か月 火 12:45～
13:45

1.6か月 第2・4木 12:45～
13:45

３　　歳 第1・3木 12:45～
13:45

第2・4水  9:30

中　井Dr 第3木 15:00～

からだ 奇数月
第3金

12:45～

斎　藤先生 第2・4水 13:30～

上　原先生 第2水 13:30～

第1水 9:30～
10:30

栄養相談 第2月
① 9：30
②10：15
③11：00

健　診 第3金 13:00

めだか 木 15:00

火・木・金  9:00

第1火 13:30～

第1木 PM

第4木 AM

第1・3火
① 9：30
②10：15
③11：00

随時

講座名

日    程

健　　診 第3火・金  9:30

相　　談 第4木 AM

第2水 13:00

第4水 13:00

チェック
木曜日

10:30～
11:00

奇数月
第4金

9:30

AM

特定健
診

（集団）
AM

AM ，
(集会所は
PM)

木 AM
予約制

測定会
初回面接
（食プレ）

第1月 PM

中間面接 第3木 AM

最終面接
測定会
（食初回）

第2金 PM

採血日 第3木
9:30
10：00
10：30

たのしい
運動教室 第1・3金 9:30

第3水 13:00～
14:45

木 14：00～
16：00

AM

PM

AM

日　時 受付時間等

3月
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事業名 4月 5月 6月 7月 8月 9月

28 25 23 20*

10月 11月 12月 1月 2月

19（土） 22（日） 29（土）

25

プレおや教室

21 23* 25* 20

10* 22 26 17* 28 25もぐもぐ離乳食 23

4（日） 26（土） 10（日）

15 16

Goodﾊﾞﾗﾝｽｱｯﾌﾟ(親子) 20(水)AM 17(水)AM

19（水）PM
野菜

31（水）
冬

14（金）
食育

20（水）
調理実習

幼児の食事(幼児) 8（金）PM
歯

10（火）
夏

アレルギ-教室 29(金)基礎
21(火)
COPD

乳

幼

児

健

診

10,24 15 5,26 17 7,28 18 9,30 20

26（金）ぜん息
7（水）
ダニ

22（金）
花粉症

11,25 15 5,26 19

12,26 10,24 14,28 12,26 9 6*,20*

7,28*5,19 17 7,21 5,19 2,23* 13*,27*

11,25 15*,29* 13 10,31* 14,28 14

16*,23 13,27 11,25 22

18 8*,22* 6,20 17 7,21

18 20 21

13,27

こ

ど

も

の

相

談

19 17 21 19 16 13*,20 11* 15

12,26 10,24 14,28 12
(クリスマス会)

23 13,27コ 　ア 　ラ 11,25

9* 18 15

13*,20 17 14*,21 14*

1311 16* 13 11 8 12

10,24 14,28 12,26 9,23 13,27 13.2711,25 16*,23 13,27 11,25 8,22 12,26

9* 6 4 8*

10 14 12 23* 13

20 18 15 20 21

6

ア

レ

ル

ギ
ー

9 14 11 9 6* 3* 1* 12

5 3 7 5 16* 6育　児　相　談 4

19 16 21 18 15 15

10 7 4* 11

4,
11（講話）,
18,
25

1,
8,
15,
22,

29(終りの会）

5(AM説明会）,
26

10,
17,

24(交流会),
31

7,
14（講話）
21,
28

5,
12,
19,

26(終りの会）

2（AM説明会）

6,
13,
20,

27（交流会）

1,5,7

生活習慣みなおし教室 8* 5 3 7 4 2 6

4,6,7 2,4,5 6,8 4,6,7 10,11 1,5,7健康チェック 3,5,6 8,10,11 1,5,7 3,5,6 2,3,7

4 8* 5 5,28*

健 康 相 談
5 10* 7 5 2

栄 養 相 談 3,17 8*,22* 5,19 3,17 7,21 4,18

7

26 24 14* 26 9* 27 11* 29* 21（金）*

6 4 8* 6 10* 7

2,16 6,20 4,18 8*,22* 5,19 5,19

24 22（金）* 29（金）*

健

康

講

座

中高年
ﾊﾞﾗﾝｽｱｯﾌﾟ

保 健 相 談

12(火)
13(水)調理実習

中高年
ﾊﾞﾗﾝｽｱｯﾌﾟ

17(火) 18(金) 19(火) 24(火)* 21（火）

13(火)
14(水)調理実習

肺がん検診 11 16* 6* 11 8 12

19（火）

26 24 14* 26 9* 27 11* 29* 21（金）*

11(火)PM* 23(火)* 16(金) 25（火） 22(火) 15（金）
骨

10 14 12 16* 13 13

24 22（金）* 29（金）*

27

前立腺・肝炎検診 5 10 7 5 2 6 4 8

26 24 28 19* 30* 27アスベスト検診 25 30* 13* 25 22

6 10 7 7

げんき度健診 25 28*(フェアー）

胃がん検診（特定） 30(水)
31(木)

16（土）
18（月)
26（火）
28(木)

1(日）
13(金)
17(火)
18(水)
27(金)
31(火)

10(金)
24(金)
27(月)
28(火)

14(金)
18(火)
21(金)
25(火)
28(金)

22

乳がん検診（集団） 31(木)
16（土）
26（火）
28(木)

1(日）
13(金)
17(火)
18(水)
27(金)
31(火)

10(金)
24(金)
28(火)

14(金)
18(火)
21(金)
25(火)
28(金)

12(金)
16(火)
19(金)
25(木)
30(火)

11(日)
20(火)
21(水)
30(金)

28 30* 25

12(金)
16(火)
19(金)
25(木)
26(金)
30(火)

11(日)
20(火)
21(水)
27(火)
30(金)

1(土)

1(土) 29(火) 28(木)

結果相談会 26 24 14 26 9 27 11 29

5(水）PM　上宮川
11（火）PM　奥池

14(金)
18(火)
21(金)
25(火)
28(金)

12(金)
16(火)
19(金)
25(木)
26(金)
30(火)

11(日)
20(火)
21(水)
27(火)
30(金)

1(土)
29(火)
30(水)

特定健康診査
（集団）

30(水)
31(木)

16（土）
18（月)
26（火）
28(木)

1(日）
13(金)
17(火)
18(水)
27(金)
31(火)

10(金)
24(金)
27(月)
28(火)

21(金） 24 22(金） 29(金）

血

管

年

齢

測

定
会

2 7 11* 9* 6 4

19 17 21 19 23* 20 18 15 20

3 1 5 3 7 4

31* 21 14*

6* 11 15* 13 10 7* 12 9 7* 11 8 8

19 17 21 19 23*

歯の無料検診・相談 18 16 20 18 15 19

14*

6,20 18 1,15 6,20 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21

20 18 15 20 31* 21

17 21 19 16 20 20

18 1,15 1,15

7,14,28

事業所健診 15 12 10 11 9 13

6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,17,24,31 7,14,21,28障がい者歯科 5,12,19,26 10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,30

15 8 8

心臓･
医師会健診

（心臓）PM，
20,22,25,27,29

（医師会）
29AMPM
30AMPM
31AM

17,24,25
14(海大),
15(海大),
21,29

12,19,26 9,17,23

事業名 4月 5月 6月 7月 8月

12,15,22,26

献　血

13,20,27 11,18 9,15,29 11,13,18,20 17,18,24,25 14,22,28胃がん検診
（一般）

10,19,20,
24,26

3月

2

9月 10月 11月 12月 1月 2月





子育て世代包括支援センター

１ 法の整備（国の動向）

（１）子ども子育て支援法の利用者支援事業に「母子保健型（子育て世代包括支援センタ

ー）」を追加し，子育てに関する相談ワンストップ拠点を整備する。

（２）平成 26 年 12 月の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26 年 12月 27 日閣
議決定）「子育て世代包括支援センター」を、平成 32 年度末までに全国展開を目指す。
（３）母子保健法・平成２９年４月１日改正

市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握等を行う「子育て世代包括支援セン

ター」（※）を設置するように努めなければならないこととする。法律上の名称は「母子健

康包括支援センター」

（県の動向）

 県内 29市町 64か所ですでに開設されている。平成 29年 4月現在

２ 子育て世代包括支援センターガイドライン（平成２９年８月１日）

（１）役割

  妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し， 

妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門家が対応する 

とともに，必要な支援の調整や関係機関と連絡調整す

るなどして妊産婦や乳幼児等に対して切れ目のない支

援を提供する。

（２）機能

(ア) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(イ) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提    
供、助言及び保健指導に関すること。

(ウ) 支援プランの策定に関すること。
(エ) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関
すること。

（３）対象者

原則すべての妊産婦，乳幼児とその保護者。

特に 3歳までの子育て期に重点を置く








